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湖北地域消防組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和８年３月３０日 

湖北地域消防組合管理者 角田 航也   

 

湖北地域消防組合規則第３号 

 

   湖北地域消防組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 

湖北地域消防組合職員の給与に関する規則（平成18年湖北地域消防組合規則第22号）の一部

を次のように改正する。 

第１２条第１項第２号中「年額１３０万円以上」を「年額１３０万円以上（満１８歳に達す

る日後の最初の４月１日から満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者に

あっては、年額１５０万円以上）」に改める。 

第１４条の２の見出し中「支給方法」を「支給割合等」に改め、同条第１項を次のように改

める。 

条例第１２条第３項に規定する規則で定める地域及び割合は、それぞれ次に掲げるとおり

とする。 

（１） 東京都特別区 １００分の２０ 

（２） 滋賀県大津市 １００分の８ 

第５４条第１項第１号中「６月に支給する場合には１００分の１２４以上１００分の３１５

以下、１２月に支給する場合には１００分の１２６．５以上１００分の３２２．５以下」を

「１００分の１２５．２５以上１００分の３１８．７５以下」に改め、同項第２号中「６月に

支給する場合には１００分の１１２．５以上１００分の１２４未満、１２月に支給する場合に

は１００分の１１５以上１００分の１２６．５未満」を「１００分の１１３．７５以上１００

分の１２５．２５未満」に改め、同項第３号中「６月に支給する場合には１００分の１０１、

１２月に支給する場合には１００分の１０３．５」を「１００分の１０２．２５」に改め、同

項第４号中「６月に支給する場合には１００分の９２．５以下、１２月に支給する場合には１

００分の９５以下」を「１００分の９３．７５以下」に改める。 

第５４条の２第１項第１号中「６月に支給する場合には１００分の５１．５以上、１２月に

支給する場合には１００分の５４以上」を「１００分の５２．７５以上」に改め、同項第２号

中「６月に支給する場合には１００分の４８、１２月に支給する場合には１００分の５０．５」

を「１００分の４９．２５」に改め、同項第３号中「６月に支給する場合には１００分の４６

以下、１２月に支給する場合には１００分の４８．５以下」を「１００分の４７．２５以下」

に改める。 

附則第３項中「「１００分の１０１」とあるのは「１００分の１０５」と、「１００分の１

０３．５」とあるのは「１００分の１０７．５」」を「「１００分の１０２．２５」とあるの

は「１００分の１０６．２５」」に、「「１００分の９２．５以下」とあるのは「１００分の

９６以下」と、「１００分の９５以下」とあるのは「１００分の９８．５以下」」を「「１０

０分の９３．７５以下」とあるのは「１００分の９７．２５以下」」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


